様式第３－１号（第７条関係）
	国際化推進活動実績報告書
平成　　　年　　　月　　　日　　
　　財団法人　福岡県国際交流センター理事長　殿
　　　　　団　体　名：
　　　　　代表者職：　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　・担当者名：　　　　　　　　　　・連絡先（電話）：
　　　　　・連絡先（Email）：

　平成　　　年　　　月　　　日付 福国セ第　　　号により助成金の交付決定通知を受けた活動につきまして、活動を完了しましたので、その実績を下記のとおり報告します。
記
１　活動名称
２　期間
①実施期間
　　　平成　　　年　　　月　　　日　～　平成　　　年　　　月　　　日
　　　②活動日時（或いは期間）
　　　平成　　年　　　月　　　日　　　時～平成　　年　　　月　　　日　　　時　　　
３　実施場所
４　活動の対象者
　　　参加者　　　　　　名（うち会員数　　　　　　名、一般参加者数　　　　　　名）



	５ （財）福岡県国際交流センターのロゴマークと助成金を受けている旨を明示した印刷物
あるいは表示物（何に明示したかを記入してください。）
６　活動の内容
７　実施効果・成果
８　課題・今後の展開
９　添付書類
　　　(1)決算書及び経費一覧
（書き方は当センターホームページを参照の上、領収書原本及びコピーを添付するこ
と。領収書原本は、コピーとの照合が終わり次第返却します。）
　　　(2)パンフレットや写真など活動内容が分かるもの
　　　(3)５で記載したものの現物あるいは写真（例：チラシ、看板の写真）




様式第３－２号（第７条関係）
国際化推進活動決算書
１収　入                                                    　　　　　    （単位：円）
	収入区分
	決　算　額
	内　　　　容

	自己資金
	
	

	助成金　※注１
	
	（財）福岡県国際交流センター　　　　　　

	その他
	
	

	収入合計
	
	


２　支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　（単位：円）
	
	支出区分
	決　算　額
	内容

	助成対象経費
	a 人件費
	
	

	
	b 交通費
	
	

	
	c 宿泊費
	
	

	
	d 会場費
	
	

	
	e 広報費
	
	

	
	f 製本印刷費
	
	

	
	g 消耗品費
	
	

	
	h 役務費
	
	

	
	小計（Ａ）
	
	

	その他の経費
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	小計（Ｂ）
	
	

	支出合計（Ａ＋Ｂ）
	
	


※注１　「交付決定通知書（様式第２号）」に記載されている交付予定金額をご確認の上、〔交付予定金額≦助成対象経費（A）×1/2〕の場合は交付予定金額をそのままご記入ください。〔交付予定金額＞助成対象経費（A）×1/2〕となった場合は、交付決定通知書の記載に関わらず、（A）の1/2の額（小数点以下切捨て）を算出し、記入してください。

国際化推進活動助成対象経費一覧
	証憑番号
	支出内訳
	支出日
	金　額
	摘　　要

	a－①
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※提出する領収書（写）に証憑番号を振り、一覧を作成してください
助成対象経費について
	区　　分
	対　象　経　費

	人件費
	事業の実施に必要な専門能力を有する協力者に対する謝金
（例）講師謝金、通訳謝金、出演者謝金、翻訳料、派遣専門家謝金
補助者に対する謝金
（例）講演会当日運営や集計作業などの補助者に対する謝金
※原則として、給与形式（アルバイトへの賃金含む）は認めない
※原則として、被助成団体の構成員に対する人件費は認めない。ただし、事実上活動が実施不可能となる場合は相談に応じる

	交通費
	事業の実施に必要な専門能力を有する協力者の交通費（航空運賃を含む）
補助者の交通費（航空運賃は含まない）
車両借り上げ費（駐車場代、有料道路代を含む）
招聘研修員の交通費（航空運賃を含む）
※車両燃料代は助成対象外とする

	宿泊費
	事業の実施に必要な専門能力を有する協力者の宿泊費
招聘研修員の宿泊費

	会場費
	事業の実施に必要な会場の確保・設営に係る費用
（例）会場使用料、備品借り上げ費、看板設営費、資材運搬費

	広報費
	事業の実施を広く知らしめるために必要な広報に係る費用
（例）チラシ等郵送料、広告掲載料

	製本印刷費
	事業の実施に必要な印刷製本に係る費用
（例）チラシ・当日配布資料・報告書などの印刷製本費

	消耗品費
	事業の実施に必要な消耗品の購入に係る費用（事務局経費は除く）
（例）文房具購入費、講師用飲料購入費、写真プリント代

	役務費
	研修員招聘あるいは専門家派遣に係るビザ取得手数料、保険料、健康診断料


＊「協力者」とは、事業の実施に必要な専門能力を有する者をいう。例えば、講演会の講師、伝統文化公演の出演者、通訳、翻訳、派遣専門家など。
＊「補助者」とは、事業の実施に必要な補助的業務を行う者をいう。例えば、講演会当日の運営補助や集計作業などをする者。
＊「協力者」「補助者」共に、原則として、外部協力者とし、被助成団体の構成員は「協力者」とはしない。ただし、事実上活動が実施不可能となる場合は相談に応じる。
＊「派遣専門家」とは、国際化推進活動助成金交付要綱の第３条「（２）海外技術協力事業 イ開発途上国への開発協力を目的とした専門家派遣事業」により派遣される専門家のことを指す。
＊「招聘研修員」とは、国際化推進活動助成金交付要綱の第３条「（２）海外技術協力事業 ア人材育成を目的とした開発途上国からの研修員招聘事業」により招聘される研修員のことを指す。
＊助成の対象とならない主な経費
①車両燃料代　②電話代、家賃等の事務局運営に係る経費　③飲食費（講師用飲料除く）、備品購入費、賞品・土産品・記念品代　④その他、領収書で確認できないもの
